
( ) (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

健
康
福
祉

政

策

課)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
師
の
指
定

(

保
健
衛
生
課)

…

�

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
の
主

と
し
て
指
定
難
病
の
診
断
を
行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並

び
に
担
当
す
る
診
療
科
名
の
変
更
の
届
出

(
同

)

…

�

○
国
土
調
査
の
指
定

(

農
村
整
備
課)

…

�

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

三
八
地
域

県

民

局)
…

�

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

(

三
八
地
域

県

民

局)

…

�

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
変
更

(

同

)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成27年５月１日 金曜日 第3990号1

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

場
崎
ク
リ
ニ
ッ
ク

み
さ
わ
の
森
ク
リ
ニ
ッ
ク

ミ
ツ
ワ
薬
局
代
官
町

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ

グ
八
戸
売
市
店

か
わ
せ
み
薬
局

ク
オ
ー
ル
薬
局
津
軽
川
部

店サ
ワ
カ
ミ
薬
局
お
い
ら
せ

青
葉
店

弘
前
市
大
字
代
官
町
八
六
の
二

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
久
保
六
三
の
一
七
〇

弘
前
市
大
字
代
官
町
八
六
の
一

八
戸
市
売
市
二
丁
目
一
三
の
一
五

八
戸
市
大
字
田
向
字
冷
水
二
二
の
三

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
川
部
字
上
西
田
一

三
〇
の
四

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
久
保
六
三
の
一
八
四

平
成
��

･

�･

�

〃〃��･

�･

�

〃��･

�･

�

〃

事

業

者

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

�
�
�
�
�
�

�
	


�

�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
号

中
国
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留
邦
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の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
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永
住
帰
国
し
た
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国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
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よ
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告
示
す
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援
に
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す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
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第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号)

第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
難
病
の
患
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対
す
る
医
療
等
に
関
す
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律
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則
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平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
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二
十
一
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第
二
十
一
条
第
一
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の
規
定

に
よ
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公
表
す
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(
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よ
り
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難
病
の
診
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を

行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
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在
地
並
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担
当
す
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診
療
科
名
を
変
更
し
た
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の
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っ
た
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同
令
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十
一
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第
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定
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中
井
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人
国
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病
院
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前
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院
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前
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野

町
一
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科
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中
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一

変
更
後

難
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指

定
医

掛
端

伸
也
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前
大
学
医

学
部
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病

院
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大
字
本
町
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放
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線
部
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院
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森
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道
二
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一

変
更
後

難
病
指

定
医

高
橋

一
徳

一
部
事
務
組

合
下
北
医
療

セ
ン
タ
ー
む

つ
総
合
病
院

む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

消
化
器
内

科

〃

変
更
前

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

整
形
外
科

変
更
後

難
病
指

定
医

武
田

�

中
泊
町
国
民

健
康
保
険
小

泊
診
療
所

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
小
泊
字
朝
間

一
の
二
五

総
合
診
療

科

〃

変
更
前

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

変
更
後

難
病
指

定
医

西
村

雅
之

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

麻
酔
科

〃

変
更
前

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

変
更
後

難
病
指

定
医

福
井

智
久

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

皮
膚
科

〃

変
更
前

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

内
分
泌
内

科

変
更
後

難
病
指

定
医

山
形

聡

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三
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分
泌
内

科
、
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尿

病
代
謝
内

科
、
感
染

症
科

〃

変
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青
森
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森
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百
三
十
四
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十

七
年
四
月
十
七
日
次
の
地
籍
調
査
を
国
土
調
査
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
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後

難
病
指

定
医

吉
川

圭

一
部
事
務
組

合
下
北
医
療

セ
ン
タ
ー
む

つ
総
合
病
院

む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

整
形
外
科

〃

変
更
前

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

外
科

変
更
後

難
病
指

定
医

米
内
山

真

之
介

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

高
度
救
命

救
急
セ
ン

タ
ー

〃

変
更
前

青
森
市
民
病

院

青
森
市
勝
田
一
丁

目
一
四
の
二
〇

変
更
後

難
病
指

定
医

池
田

保
彦

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

小
児
科

〃

変
更
前

青
森
市
民
病

院

青
森
市
勝
田
一
丁

目
一
四
の
二
〇

循
環
器
・

呼
吸
器
内

科

変
更
後

難
病
指

定
医

遠
藤

知
秀

一
部
事
務
組

合
下
北
医
療

セ
ン
タ
ー
む

つ
総
合
病
院

む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

循
環
器
内

科

〃

変
更
前

青
森
市
民
病

院

青
森
市
勝
田
一
丁

目
一
四
の
二
〇

変
更
後

難
病
指

定
医

北
川

陽
介

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

小
児
科

〃

変
更
前

青
森
市
民
病

院

青
森
市
勝
田
一
丁

目
一
四
の
二
〇

変
更
後

難
病
指

定
医

玉
澤

直
樹

独
立
行
政
法

人
労
働
者
健

康
福
祉
機
構

青
森
労
災
病

院

八
戸
市
大
字
白
銀

町
字
南
ケ
丘
一

糖
尿
病
・

内
分
泌
内

科

〃

変
更
前

青
森
市
民
病

院

青
森
市
勝
田
一
丁

目
一
四
の
二
〇

変
更
後

難
病
指

定
医

林

慶
充

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

整
形
外
科

〃

変
更
前

独
立
行
政
法

人
労
働
者
健

康
福
祉
機
構

青
森
労
災
病

院

八
戸
市
大
字
白
銀

町
字
南
ケ
丘
一

消
化
器
内

科

変
更
後

難
病
指

定
医

日
沢

裕
貴

田
中
医
院

三
戸
郡
五
戸
町
字

鍛
冶
屋
窪
上
ミ
三

三
の
二

内
科
、
小

児
科
、
循

環
器
科
、

消
化
器
科
、

呼
吸
器
科

〃

変
更
前

田
子
町
国
民

健
康
保
険
町

立
田
子
診
療

所

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
前
田
二

の
一
七

変
更
後

難
病
指

定
医

長
澤

沙
織

国
民
健
康
保

険
南
部
町
医

療
セ
ン
タ
ー

三
戸
郡
南
部
町
大

字
下
名
久
井
字
白

山
八
七
の
一

内
科

〃

変
更
前

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

変
更
後

難
病
指

定
医

前
田

周
吾

独
立
行
政
法

人
労
働
者
健

康
福
祉
機
構

青
森
労
災
病

院

八
戸
市
大
字
白
銀

町
字
南
ケ
丘
一

整
形
外
科

〃

変
更
前

一
部
事
務
組

合
下
北
医
療

セ
ン
タ
ー
む

つ
総
合
病
院

む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

内
科
、
消

化
器
内
科

変
更
後

難
病
指

定
医

樋
口

博
之

独
立
行
政
法

人
労
働
者
健

康
福
祉
機
構

青
森
労
災
病

院

八
戸
市
大
字
白
銀

町
字
南
ケ
丘
一

消
化
器
内

科

〃



( )

り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

環
境
技
術
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

倉
成

諭

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
八
太
郎
六
丁
目
一
二
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
二)

第
三
〇
〇
四
八
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
七
年
四
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

大
工
、
屋
根
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
、
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許

可
七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
市

川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
一
日

三
八
地
域
県
民
局
長

武

田

志

郎

土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
変
更

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
島

守
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
住
所
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
一
日

三
八
地
域
県
民
局
長

武

田

志

郎
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調
査
を
行
う

者
の
名
称

調

査

地

域

調
査
期
間

平

川

市

大
字
高
木
字
原
富

大
字
南
田
中
字
北
原
、
字
西
原
、
字
村
内

南

部

町

大
字
杉
沢
字
荒
井
沢
、
字
荒
田
沢
、
字
犬
喰
、
字
岩
鼻
、

字
大
森
平
、
字
烏
屋
敷
沢
、
字
烏
屋
敷
長
根
、
字
堺
ノ

沢
、
字
妻
ノ
神
、
字
里
久
保
、
字
舘
、
字
田
形
森
、
字

段
ノ
平
、
字
塚
森
、
字
津
串
森
、
字
樋
口
、
字
法
霊
沢
、

字
法
霊
森
、
字
矢
倉
、
字
矢
倉
平
、
字
矢
倉
上
、
字
矢

倉
沢
大
字
椛
木
字
穴
久
保
、
字
岩
ノ
沢
、
字
椛
木
、
字
蟹
沢
、

字
堺
ノ
沢
、
字
下
山
、
字
外
久
保
、
字
袖
久
保
、
字
外

山
、
字
高
間
舘
、
字
高
田
、
字
ト
ー
ノ
木
、
字
ド
ス
沢
、

字
長
久
保
、
字
長
畑
、
字
花
久
保
、
字
東
平
、
字
昼
巻

沢
、
字
級
ノ
木
、
字
向
山
、
字
矢
倉
沢
、
字
渡
場

平
成
二
十
七
年
五

月
一
日
か
ら
平
成

二
十
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

木
村

武
美

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
姥
懐
三
の
一

平
成
��･

�･

�



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

住
所
変
更
の

年

月

日

理

事

町

義
雄

旧
住
所
八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
舘
下
前
五
〇

新
住
所
八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
舘
下
前
五
〇

平
成
��

･

�･

�

〃

坂
本

明

旧
住
所
八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
白
山
五
の
一

新
住
所
八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
白
山
五
の
一

〃

〃

大
沢

俊
直

旧
住
所
八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
上
旦
平
一
三

新
住
所
八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
上
旦
平
一
三

〃

〃

釜
谷

三
亟

旧
住
所
八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
畑
四
の
一

新
住
所
八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
畑
四
の
一

〃

〃

門
前

勝
男

旧
住
所
八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
門
前
一
〇

新
住
所
八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
門
前
一
〇

〃

〃

谷
川

幸
雄

旧
住
所
八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
相
畑
三
六
の
一

新
住
所
八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
相
畑
三
六
の
一

〃

〃

春
日

孝
臣

旧
住
所
八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
春
日
六
の
一

新
住
所
八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
春
日
六
の
一

〃

〃

坂

文
雄

旧
住
所
八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
下
江
花
沢
七

新
住
所
八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
下
江
花
沢
七

〃

〃

大
坪

栄
一

旧
住
所
八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
門
前
二
二
の
一

新
住
所
八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
門
前
二
二
の
一

〃

〃

沢
代

健
一

旧
住
所
八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
沢
代
二
二
の
一

新
住
所
八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
沢
代
二
二
の
一

〃

〃

角
金

薫

旧
住
所
八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
小
平
四

新
住
所
八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
小
平
四

〃

監

事

�
舘

博
史

旧
住
所
八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
�
舘
二

新
住
所
八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
�
舘
二

〃

〃

川
畑

修
一

旧
住
所
八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
川
端
四

新
住
所
八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
川
端
四

〃

〃

明
戸

紘
一

旧
住
所
八
戸
市
南
郷
区
大
字
島
守
字
中
明
戸
一
の
一

新
住
所
八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
中
明
戸
一
の
一

〃


